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H30. 4～

H29. 4～

H23.11～ 地域脳神経外科診療部【海部病院･三好病院】

県立３病院を中核フィールドとして、
診療・研究・教育活動を実施

地域医療確保のための「徳島大学寄附講座設置事業」

委託講座「地域医療学分野（H19～）」の成果を基礎として拡大発展

徳島県 徳島大学

研究成果○海部・那賀モデルの推進
○地域医療人材育成プログラム

医師の地域偏在・
診療科偏在を解消し
地域医療提供体制を
効率的・効果的に

再構築

総合診療医学分野【海部病院】

ER･災害医療診療部 【中央病院】

地域産婦人科診療部 【海部病院】

地域外科診療部 【三好病院･半田病院】
フィードバック

県立３病院内に講座医師の活動拠点を置き、
ニーズに合った地域医療に向けた各種研究・教育

フィールドワーク

寄附講座(H22～)

地域小児科診療部【三好病院･中央病院･半田病院】

麻酔科診療部 【中央病院】
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市町村計画
（基金事業計画）
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都道府県計画
(基金事業計画)

基金
※国と都道府県の

負担割合２／３、 １／３
（Ⅰ-2 については国10/10）

申
請

事業者等（医療機関、介護サービス事業所等）

交
付

交付

地域医療介護総合確保基金

交付
提出

交付
提出

申請

地域医療介護総合確保基金の対象事業

都道府県計画及び市町村計画（基金事業計画）

○ 基金に関する基本的事項
・公正かつ透明なプロセスの確保（関係者の意見を反映させる仕組みの整備）
・事業主体間の公平性など公正性・透明性の確保
・診療報酬・介護報酬等との役割分担

○ 都道府県計画及び市町村計画の基本的な記載事項
医療介護総合確保区域の設定※1 ／ 目標と計画期間（原則１年間） ／
事業の内容、費用の額等 ／ 事業の評価方法※2
※1 都道府県は、二次医療圏及び老人福祉圏域を念頭に置きつつ、地域の実情を

踏まえて設定。市町村は、日常生活圏域を念頭に設定。
※2 都道府県は、市町村の協力を得つつ、事業の事後評価等を実施

国は都道府県の事業を検証し、基金の配分等に活用

○ 都道府県は市町村計画の事業をとりまとめて、都道府県計画を作成

○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の
確保・勤務環境の改善等、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題。

○ このため、平成26年度から消費税増収分等を活用した財政支援制度（地域医療介護総合確保基金）を創設し、各都道府県
に設置。各都道府県は、都道府県計画を作成し、当該計画に基づき事業を実施。

令和４年度予算案：公費で1,853億円
（医療分 1,029億円、介護分 824億円）

Ⅰ-１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業

Ⅰ-２ 地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業

Ⅱ 居宅等における医療の提供に関する事業

Ⅲ 介護施設等の整備に関する事業（地域密着型サービス等）

Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業

Ⅴ 介護従事者の確保に関する事業

Ⅵ 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業
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Ｒ３年度の講座開設状況とこれまでの成果
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講座名 開設
年度

医師の
配置病院

配置
人数

講座開設による主な成果

① 総合診療医学分野 H22 海部病院 ３名 南阿波総合医養成プログラムの
整備、地域実習の充実

② 地域産婦人科診療部 H22 海部病院 ３名 海部病院の分娩再開（365日24
時間の分娩対応）

③ ER・災害医療診療部 H22 中央病院 ３名 中央病院の救命救急センターの
支援

④ 地域外科診療部 H22 三好病院 ３名 三好病院の救命救急センターも
含めた外科部門支援

⑤ 地域脳神経外科診療部 H23 海部病院
三好病院

２名 海部病院の土曜救急受入の再開、
K-supportの地域導入

⑥ 麻酔科診療部 H29 中央病院
(三好病院)

２名 中央病院（三好病院）の手術支
援

⑦ 地域小児科診療部 H30 三好病院
中央病院
半田病院

３名 西部地域における小児救急輪番
体制の維持



○ R3年度の寄附総額は、講座が開始した平成22年度と比較して約１．５倍
まで増加している。（４講座⇒7講座）

○ 財源である「基金」の国配分率は毎年大きく変動しており、配分率の低い
年度は、過年度の執行残額を充てて、事業費を確保。
※配分率の平均値は69.4%（過去最低の配分率は47.9%）

○ 国の基金予算はR2年度をピークに減少傾向であり、今後、厳しい配分率が
継続することが想定され、現状の講座体制を維持した場合、数年のうちに
基金残高が底をつく可能性がある。

課題（見直しの必要性）
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①事業費（寄附額）の増加に伴う「地域医療介護総合確保基金」の圧迫

※過去最低レベルの配分率が継続する中、現行体制を維持した場合

＜寄附講座に係る基金残高の推移（イメージ）＞



課題（見直しの必要性）
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②講座開設の効果を評価する仕組みの未構築

○ 各講座の運営状況や地域医療に与える政策効果について検証し、透明性を
もって評価できる「仕組み」が構築できていない。

○ このため、これまでの講座開設による効果の客観的な評価ができていない。

○ また、今後、安定的な講座体制を構築していく上で、必要となる既設講座
の改廃等の議論においても何を基準に判断するかの指標がない。

③政策効果が高い講座の安定的な設置

○ 現在、すべての講座に関して、「１年ごと」に設置期間を延長しているが、
特に政策効果が高く、今後数年間にわたって一定の効果が維持されると判断
できる講座については、安定的な設置を検討する必要がある。
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課題の解決に向けて検討すべき項目

①「客観的な評価指標」や「定期的に評価する仕組み」の導入を検討

○ 評価項目、評価を行う主体（メンバー）、評価時期、評価結果の活用方法
等について検討を行い、講座開設の効果を評価する仕組みの導入を検討する。

②「持続可能な講座体制」の検討

○ 基金の配分率が厳しい水準で推移しても、安定的に維持できる講座体制を
構築していくため、「評価指標」に基づく講座開設の効果の評価を通じて、
既設講座の改廃を検討する。

○ 加えて、総事業費の抑制の観点から、研究費の適正化についても、各講座
での活用状況を確認の上、他県の状況も参考としながら検討を行う。

○ その上で、これまで以上に地域医療の確保に資する講座体制を目指すため、
新たなニーズの確認による講座の新設の必要性についても検討を行う。
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課題の解決に向けて検討すべき項目

③「複数年度化」を図るべき講座の検討

○ 講座開設による効果の評価を行った結果、政策効果が高く、安定的な設置
を図る必要があると認められる講座については、設置期間の複数年度化を
検討する。

※ 複数年度化が実現した場合には、計画的な講座の運営が図られているか、
期待された効果が継続できているか等について、中間的な評価を行っていく
必要があると考えている。（地方独立行政法人制度的な運用）

＜複数年度化のイメージ＞

※目標⇒計画⇒中間評価（講座運営への反映）⇒最終評価⇒【開設方法を再検討】
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今後の検討方針（案）

○地域医療総合対策協議会「医師派遣調整等部会」の下に、少人数の
ワーキングチームを設置し検討する。

○令和５年度当初予算要求への反映を目指し、令和４年１０月末までに
「見直し内容」を決定できるよう検討を進める。

◆徳島県医師確保計画 第６「１ 医師を確保するための体制の整備」
(1) 地域医療総合対策協議会の役割
○ 地域医療総合対策協議会は、医療法第30条の23の規定に基づき、本県
における医師確保対策の具体的な実施に係る関係者間の協議・調整を行う
場であり、医師確保計画に記載された医師確保対策を具体的に実施するに
当たっての協議・調整を行う。


